
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２２年６月２４日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９神第２１０号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年７月１１日（土） １４時２５分ごろ 

発生場所 明石海峡 兵庫県垂水漁港沖 

事故等調査の経過  平成２１年７月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ ＧＴＸ ４ＴＥＣ、０.２トン 

   ２６０－４４３６６兵庫、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ ＷＡＫＥ こうちゃん、０.２トン 

   ２６０－４４３６５大阪、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 Ａ 負傷１人（船長） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 不詳 

Ｂ 不詳 

 事故等の経過 

 

 両船は、１４時１５分ごろ遊走を始めた。 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、

接近して遊走中、平成２１年７月１１日１４時２５分ごろ、垂水漁港沖に

おいて、前路の浮流物（ゴミ）を避けようとして右転したＡ船の右舷船尾

とＢ船の船首部とが衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：うねり なし、波高 ほとんどなし 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象等の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、垂水漁港沖において遊走中、後方の適切

な見張りを行わずに右転した可能性があると考え

られる。 

Ｂ船は、遊走中にＡ船と適切な距離を保たなかっ

た可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、垂水漁港沖において、Ａ船及びＢ船が、接近して遊走中、Ａ

船が後方の適切な見張りを行わずに右転し、また、Ｂ船がＡ船と適切な距

離を保たなかったため、両船が衝突したことにより発生した可能性がある

と考えられる。 

 




